
      平成１９年２月１６日 製品安全課 

項  目 届出事業者が保有する検査設備中計測器類の校正について 

 

１ 内容 

 

 電気用品安全法施行規則第１４条では、適合性検査における検査設備の確認につ

いて、「・・・（略）・・・検査設備その他経済産業省令で定めるものについてそ

の適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条で定める基準への

適合を確認するために適切と認められる方法とする。」と規定されていますが、検

査設備の校正、点検の必要性及びその方法についての定めがありません。 

 検査設備の校正等に係る「適切と認められる方法」について教えてください。 

 

 

 

２ 回答 

 

 検査設備の精度について法令で定めがあるときは、当該検査設備を使用する際に

法令で定められた精度を満たしている必要があります。 

しかし、検査設備には様々なものがあり、その使用環境も様々です。また、同じ

検査設備であっても、使用者によって使用環境は異なります。このため、検査設備

の校正周期や点検方法等について一律に定めることは適当ではありません。 

したがって、検査設備の使用時に法令で定められた精度が満たされるように、

各事業者がその責任において精度を確認することになります。 

 

登録検査機関が行う適合性検査において、検査対象事業者の検査設備を検査す

るに当たっては、当該事業者が自己の使用する検査設備の使用環境に合わせ、適

切な校正周期や点検方法を定め、法令で定められた精度が維持されるように管理

しているかを確認してください。具体的には、個々の検査設備について、使用環

境に適した校正マニュアル等が定められているか、また、その内容が当該検査設

備の校正等として適切であるか、といった点を確認することになります。 

 

 なお、検査設備の校正周期を当該検査設備の製造事業者等が推奨するものとし

たときであっても、当該検査設備使用時に法令で定められた精度が満たされてい

なかった場合の責任は、当該検査設備の使用者にあることに留意し、検査対象事

業者に正しい理解を促してください。 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 電気用品安全法に関する質問について 


